
令和７年２月 20日(木) 

午後２時 00分 

大田区蒲田地域庁舎 大会議室 

 

第 31回 大田区空家等対策審議会 次第 

 

１ 開 会 

 

２ あいさつ  西山まちづくり推進部長 

 

３ 報 告（公開部分） 

（1）令和６年度日曜空家総合相談会等の実施報告について       （審議 31資料１） 

 

（2）令和６年度下半期空家セミナーの実施報告について      （審議 31資料２） 

 

（3）令和６年度空家等地域貢献活用事業の実績報告について 

（審議 31資料３） 

 

４ 議 題（公開部分） 

（1）大田区空家等対策計画の改定について              （審議 31資料４） 

 

（2）管理不全空家等の指定基準等について            （審議 31資料５） 

 

＜配布資料＞※要返却 

・委員名簿 

・令和６年度日曜空家総合相談会等の実施報告について（審議 31資料１） 

・令和６年度下半期空家セミナーの実施報告について（審議 31資料２） 

・自分らしい老いじたくチラシ（資料番号なし） 

・備えて安心！成年後見と登記・相続・遺言チラシ（資料番号なし） 

・令和６年度空家等地域貢献活用事業の実績報告について（審議 31資料３） 

・空家等対策計画の改定について（審議 31資料４） 

・管理不全空家等の指定基準等について（審議 31資料５-１） 

・指定基準（区最終案）（審議 31資料５-２） 

・国ガイドラインとの適合確認表（審議 31資料５-３） 

・各文書案（審議 31資料５-４） 

 

 

 

公開資料 
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輔
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 法律 弁護士 

委員 加藤
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 裕子
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 法律 東京司法書士会大田支部 

委員 栗田
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東京土地家屋調査士会大田支部 

（顧問） 

委員 飯村
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(公社)東京都宅地建物取引業協会 
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 福祉 
(社福)大田区社会福祉協議会 
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 審議 31－資料１  

 

 

 

令和６年度 日曜空家総合相談会 及び 

NPO法人空家・空地管理センター主催セミナー 

実 施 報 告 
 

 

【日  時】 令和６年 11月 24日（日）13：00～15：10 （1組 30分） 

【場  所】 大田区立消費者生活センター 第２・第３集会室  【参加者】 ８組 

【相談内容】  

▶ 実家が空家になる前に今後について相談したい。 

▶ 空家の家財整理、解体、売却など今後どうしたらよいか相談したい。 

▶ 親が亡くなり相続登記の方法について相談したい。 

【参加者からの感想（アンケートより）】 

・営業や宣伝など偏ったアドバイスでなく、安心して相談できた。 

・相手の方の顔が見えるので話がしやすかった。 

 

 

【日  時】 令和６年 11月２４日（日）13：00～16：00 

【場  所】 大田区立消費者生活センター 第６集会室   

【参加者】 セミナー 14名 、 個別相談会 ４組 

 内容 

セミナー 「今から考える！私の実家と自宅のこと」 （90分） 

講師：NPO法人空家・空地管理センター 山口 進 

個別相談会 専門家、宅建士が空家に関する相談に応じる （1組 30分） 

 

日曜空家総合相談会 

 

 

NPO法人空家・空地管理センター主催セミナー＆個別相談会 （大田区共催） 

 

 

↑セミナーの様子↑ 



【日時場所】
令和６年10月26日（日）＠消費者生活センター
セミナー  ▶13：30～14：30
個別相談会 ▶14：30～16：00
【セミナー内容】
空き家を有効活用！DIY賃貸とは？
（第1部）大田区の空き家対策について
（第2部）医院併用住宅の一部をDIY賃貸により飲食店に
転用！
空き家DIY賃貸の専門家[omusubi不動産]と物件オー
ナーの対談

【参加者】
セミナー ９名、個別相談会 3組

■大田区×東急㈱ 空き家対策セミナー（区共催）

令和６年度下半期 空家セミナー実施報告 （審議31資料2）

■民生委員児童委員全体研修 空き家対策セミナー

【日時場所】
令和７年1月３０日（木）
13：30～1５：00  ＠大田区民プラザ
※福祉部主催の民生委員児童委員全体研修の一部時間をもらい実施。

【セミナー内容】
みんなで理解を深めよう！
空き家対策セミナー～実家・自宅の未来～
空家問題、法律、適正管理、相続等に関することを事例を
交えて紹介。
講師：NPO法人 空家・空地管理センター

【参加者】
大田区民生委員児童委員 約500名











● 福祉支援者向け居住支援説明会アンケートより抜粋

  講演内容について  （大変参考になった・参考になった割合）

   空家対策 96％ 空家等地域貢献活用事業 93％

  研修後の意見
・施設入所後の空家や相続人不明などに関わる機会が

   多くあると思うので、その情報を活かせるよう支援していく意識を持ちたい。

・窓口側の実情を知ることができ、支援者も意識したい。

・連携が必要だと認識できた。                                 など

空家総合相談窓口における利活用の相談実績

令和６年度 空家等地域貢献活用事業 実績報告 （審議31資料３）

● 相談件数

● 登録件数

現 在 登 録 数 所有者 33件 利用者 41件
（令和6年12月31日現在）

4～9月 10月 11月 12月 計

所有者 3 2 0 0 5

利用者 8 2 0 1 11

所有者 3 0 0 0 3

利用者 0 0 0 0 0

14 4 0 1 19

登
録

終
了

合計

4～9月 10月 11月 12月 計

所有者 16 1 0 0 17

利用者 19 2 1 1 23

合計 35 3 1 1 40

① デジタルサイネージ

② 啓発品の配布（うちわ）

③ 家主・不動産事業者向け居住支援セミナー

④ 福祉支援者向け居住支援説明会

アトリエ

障がい者グループホーム（重度知的）

令和６年４月27日成立
南六郷二丁目 昭和58年６月築
木造２階建（戸建て）

令和６年５月26日成立
北千束一丁目 昭和63年８月築
木造２階建（１階部分）

_成立 ２件 （累計28件）

● マッチングに至らなかった事例

対象物件 不成立理由 利用希望者

大森南二丁目
昭和60年築
（新耐震）

・グループホーム（精神・発達障害）での利用
希望。
・想定以上の改修費用が生じ、運営資金不
足となり断念。

一般社団法人

・グループホーム（精神・知的障がい）での利
用希望。
・改修費用の不足、消防署等への各種申請
手続き時に課題が生じ断念。

合同会社

田園調布本町
昭和63年築
（新耐震）

・グループホーム（高齢者）での利用希望。
・事業の運営方針で、所有者と利用者に相違
が生じたため、マッチングを断念。

株式会社

● マッチング実績

広報活動

→相談窓口の認知度があまり高くない実情があり、
将来的に空家所有者になる可能性がある方と普段接する機会のある福祉支援者
に窓口を知ってもらう機会と捉え、事業啓発をした。



令和７年２月20日

第3１回大田区空家等対策審議会

～空家等対策計画の改定について～
（議題）

大田区 まちづくり推進部

建築調整課 空家対策担当

（審議31資料4）

1



2

（１）空家等対策計画について

（２）改定の方向性について

（３）改定スケジュールについて

目 次
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（１）空家等対策計画について

空家等対策計画とは

⚫空家特措法第７条に基づく計画

⚫地元自治体が定めるもの

⚫空家等対策に関する基本的な方針

⚫適切な管理の促進に関する事項

⚫住民等からの相談対応に関する事項 など

空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施
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（１）空家等対策計画について

（２）改定の方向性について

（３）改定スケジュールについて

目 次
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（１）改定の方向性について

① 法改正に伴う新制度の追加

・管理不全空家等の判定基準 など

② 令和３年度からの時点修正

・空家に関する統計情報

・令和６年度実施の実態・意向調査の結果

③ 大田区の推進施策の内容充実

・空家等発生の予防施策
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（２）改定の方向性について

③ 大田区の推進施策の内容充実

・空家等発生の予防施策

空家等が放置される主な原因

⚫所有者の認知症等
⚫相続人同士のトラブル
⚫相続人の特性（性格、思い出など）

大田区が考える解決策（予防策）

⚫空家等が発生する前に
⚫所有者本人が認知能力があるうちに
⚫将来の空家問題を認識・対策してもらう
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（２）改定の方向性について

③ 大田区の推進施策の内容充実

令和６年度実施事例

⚫民生委員向けのセミナーを実施
⚫居住支援協議会の福祉支援者向け説明会への参加

今後の展開

⚫民生委員等向けのセミナー・情報提供等の継続
⚫老いじたく関連事業との連携

など
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（１）空家等対策計画について

（２）改定の方向性について

（３）改定スケジュールについて

目 次
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（３）改定スケジュールについて

令和７年度

⚫ １０月審議会：改定素案の報告

⇒素案内容の一部調整

⚫ １１・１２月：パブリックコメント

⇒改定案に反映可能な意見の整理

⚫ ２月審議会：改定案・パブコメ結果の報告

⇒改定案最終調整

令和８年度

⚫ ７月審議会：改定計画の報告

⇒改定計画確定
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空家等対策計画の改定についての
報告は以上となります。

空家等対策計画の改定について



令和７年２月20日

第3１回大田区空家等対策審議会

～管理不全空家等の指定基準等について～
（議 題）

大田区 まちづくり推進部

建築調整課 空家対策担当

（審議31資料５-1）

1



2

（１）管理不全空家等の概要について

（２）指定基準・指定スキーム等について

目 次
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（１）管理不全空家等の概要について

目的

⚫特定空家等になる前
の段階から適切な管
理を確保（法的な指
導・勧告により）

具体的な効果等

⚫法に基づく指導・勧告

⚫勧告により固定資産
税等の住宅用地特例
の解除

管理不全空家等

空家等の発生

特定空家等【悪】

【良】

活用

除去等

悪化の防止
(管理の確保)

管理不全空家等とは

⚫適切な管理が行わ
れていない

⚫そのまま放置すれば
特定空家等になる恐
れ
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（１）管理不全空家等の概要について

■特定空家等

⚫ 著しく保安上危険など

⚫ 除却による改善に限定

⚫ 敷地内の立入調査可

■管理不全空家等

⚫ 特定空家等の前段階

⚫ 補修等が可能

⚫ 敷地内の立入調査不可

特定空家等との違いは？

✓ 周囲への影響度合い等
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（１）管理不全空家等の概要について

（２）指定基準・指定スキーム等について

目 次



6

（２）指定基準・指定スキーム等について

大田区の方向性

⚫特定空家等の発生を未然に防ぐため積極的に活用

⚫明瞭な判定基準＋効率的な指定スキームを作成

■国のガイドライン

⚫以下の事項を踏まえて総合的に判断

① 所有者等による管理状況

② 空家等の状態

③ 周辺の生活環境に及ぼし得る影響の程度

⚫判定するにあたり参考となる基準を例示
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（２）指定基準・指定スキーム等について

■判定基準

⚫判定項目を絞り、簡潔にし、判定作業の短縮

⚫道路から判定できる基準の設定

【測定・計測の省略】＋【○×形式による判定】

■判定スキーム

⚫指導書の発出：審議会へ事後報告

⚫勧告書の発出：審議会へ事前に諮問

大田区の方向性

⚫明瞭な判定基準
⚫効率的な指定スキーム

特措法の権限

⚫立入権限なし
⚫上記により計測等不可
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（２）指定基準・指定スキーム等について

指定基準

１ 建築物

1-1 屋根・外壁・庇など建物本体の損傷 など

２ 外構（樹木含む）

2-1 立木の大枝の腐朽等 など

３ 擁壁

３-1 擁壁の変形・排水不良等

４ その他（景観・衛生・環境保全、相続人の有無）

４-1 外装材の汚損等による景観悪化 など

資料5-2 判定基準をご覧ください
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（２）指定基準・指定スキーム等について

指定スキーム

① 空家等の把握（陳情、他部署からの情報提供等）

② 所有者調査

③ 改善お願い文書

≪繰り返しの改善お願い≫

④ 指導の予告通知

⑤ 指導書

≪空家等の状態が悪化等≫

⑥ 勧告書 ※審議会へ諮問の上、発出

⑦ 空家等の状態によっては『特定空家等』の判定へ

新
制
度
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今後の運用について

時 期 対応・報告事項等

本日 第31回審議会 ・区最終案の説明 ⇒ 審議会からのご意見

７月頃 第32回審議会
・いただいたご意見を整理し、修正した確定版の説明
・管理不全空家等の候補物件①を事前報告

10月頃 第33回審議会
・管理不全空家等の候補物件②を事前報告
・候補物件①の反応等を報告

２月頃 第34回審議会
・管理不全空家等の候補物件③を事前報告
・候補物件②の反応等を報告



管理不全空家等の指定基準等についての
報告は以上となります。

管理不全空家等の指定基準等について

11



審議 31資料５－２ 

【管理不全空家等】判定基準（区最終案） 

  

本判定基準は、管理不全空家等を認定するにあたり「空家等の状態」を判定す

るためのものである。 

 また、本判定基準において１項目でも該当（〇の判定）があった場合は、空家

等の立地や周辺環境のほか、損傷箇所の位置などを考慮して「空家等の周辺の生

活環境に及ぼし得る影響の程度」を判断し、周辺に与える影響が大きいと認めら

れるときは、管理不全空家等と認定し、法的指導に進むものである。 

 

１ 建築物 

 判定事項 該当の有無（〇・×） 

１－１ 

屋根材・外壁材・窓等の剥落・脱落等（構

造部材が露出している場合は、その破

損・腐朽等） 

 

１－２ 
雨樋・看板・物干し等（支持部材含む）

の破損・腐朽等 
 

１－３ 
外付けのバルコニー・屋外階段等（支持

部材含む）の破損・腐朽等 
 

１－４ 
給湯器・受水槽など建築設備（支持部材

含む）の破損・腐朽等 
 

 

２ 外構（樹木含む） 

 判定事項 該当の有無（〇・×） 

2－１ 
立木の大枝の剪定・補強がされておら

ず、折れ・腐朽が認められる 
 

2－２ 
立木の大枝が著しく越境し、周辺建築

物への影響や通行障害等が認められる 
 

２－３ 門扉・塀等の構造部材の破損・腐朽等  

 

３ 擁壁 

 判定事項 該当の有無（〇・×） 

3－１ 擁壁の劣化・変形・排水不良等  

 

 

 



審議 31資料５－２ 

４ その他（景観・衛生・環境保全、相続人の有無） 

 判定事項 該当の有無（〇・×） 

4－１ 
外装材の汚損又は植物繁茂等による景

観悪化 
 

4－２ 

排水不良、ゴミの不法投棄、可燃物の放

置、害虫・動物の棲みつき等による衛生

環境等の悪化 

 

４－３ 

土地・建物の所有者等の所在が不明若

しくは相続人がいない、又は管理する

者がおらず適切な管理が行われる見込

みが無い 

 

 



   審議 31資料５－３ 

【管理不全空家等】国ガイドラインと大田区判定基準案の適合確認表 

１ 保安上危険に関して参考となる基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 衛生上有害に関して参考となる基準 

国 区 

石綿の飛散 
吹付け石綿の周辺の外装材又は石綿使用部

材の破損等 
１－１ 

健康被

害の誘

発 

汚水 排水設備の破損等 ４－２ 

害虫等 

清掃等がなされておらず、状態的な水たまり

や多量の腐敗したごみ等が敷地等に認めら

れる状態 

４－２ 

動 物 の

糞尿等 

駆除等がなされておらず、状態的な動物の棲

みつきが敷地等に認められる状態 
４－２ 

 

３ 景観悪化に関して参考となる基準 

国 区 

補修等がなされておらず、屋根ふき材、外装材、看板等の色褪せ、

破損又は汚損が認められる状態 
４－１ 

清掃等がなされておらず、散乱し、又は山積したごみ等が敷地等に

認められる状態 
４－２ 

 

４ 周辺の生活環境の保全への影響に関して参考となる基準 

国 区 

汚水等による悪臭の発生 

排水設備の破損等又は封水切れ ４－２ 

駆除、清掃等がなされておらず、常態

的な動物の棲みつき又は多量の腐敗し

たごみ等が敷地等に認められる状態 

４－２ 

不法侵入の発生 開口部等の破損等 １－１ 

落雪による通行障害等の

発生 

通常の雪下ろしがなされていないことが

認められる状態 
― 

雪止めの破損等 ― 

立木等による破損・通行

障害等の発生 

立木の枝の剪定がなされておらず、立

木の枝等のはみ出しが認められる状態 
２－２ 

動物等による騒音の発生 

駆除等がなされておらず、常態的な動

物等の棲みつき等が敷地等に認められ

る状態 

４－２ 

動物等の侵入の発生 

駆除等がなされておらず、常態的な動

物等の棲みつきが敷地等に認められる

状態 

４－２ 

 

国 区 

建築物

等の倒

壊 

建築物 

屋根の変形又は外装材の剥落若しくは脱落 １－１ 

構造部材の破損、腐朽、蟻害、腐食等 １－１ 

雨水侵入の痕跡 １－１ 

門、塀、

屋 外 階

段等 

構造部材の破損、腐朽、蟻害、腐食等 ２－３ 

擁壁の崩壊 

擁壁のひび割れ等の部材の劣化、水のしみ

出し又は変状 
３－１ 

擁壁の水抜き穴の清掃等がなされておらず、

排水不良が認められる状態 
３－２ 

部材の

落下 

外装材、

屋根ふき

材、手す

り材、看

板等 

外壁上部の外装材、屋根ふき材若しくは上部

に存する手すり材、看板、雨樋、給湯設備、

屋上水槽等の破損又はこれらの支持部材の

破損、腐食等 

１－１、１－２、１－４ 

軒、バル

コニーそ

の他の突

出物 

軒、バルコニーその他の突出物の支持部分の

破損、腐食等 
１－３ 

立 木 の

枝 

立木の大枝の剪定、補強がなされておらず、

折れ又は腐朽が認められる状態 
２－１ 

部材等

の飛散 

屋根ふき

材、外装

材、看板

等 

屋根ふき材、外装材、看板、雨樋等の破損

又はこれらの支持部材の破損、腐食等 
１－１、１－２ 

 
立 木 の

枝 

立木の大枝の剪定、補強がなされておらず、

折れ又は腐朽が認められる状態 
２－１ 
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第     号   

年  月  日   

 

 様 

  

大田区長（氏 名）□印   

 

管理不全空家等の指導に係る事前の通知書 

 

 あなたの所有（管理）する下記の空家等は、空家等対策の推進に関する特別措置法第 13

条第１項の規定に定める「管理不全空家等」に該当すると認められるため、速やかに必要

な措置を講ずるようお願いします。 

 このまま必要な措置が講じられない場合には、同法第 13条第１項の規定に基づき、下記

のとおり当該措置を講ずるよう指導することとなりますので通知します。 

 記 

所 在 地 

（ 敷 地 ） 
大田区蒲田五丁目 13 番 14 号 

指導する理由 

① 南側（道路側）外壁の仕上げ材が一部脱落しており、そのま

ま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがある。 
② 外壁及び屋根がツタ状植物の繁茂により覆われており、その

まま放置すれば著しく景観を損なっている状態となるおそれ

がある。 

必 要 な 措 置 

及 び 期 限 

① 南側（道路側）外壁の補修。 
② ツタ状植物の除去。 
【期限：令和●年●月●日】 

指導の責任者 大田区まちづくり推進部建築調整課長 石原 正之 

備 考 

令和●年●月●日までに必要な措置を講じず、空家等対策の推進

に関する特別措置法第 13 条第１項に基づく指導を受け、そのま

ま放置し、特定空家等に該当することとなるおそれが大きいと認

められる場合は、同法第 13 条第２項に基づく勧告を行う場合が

あります。 

勧告を受けた場合、固定資産税等の住宅用地特例（軽減措置）が

受けられなくなります。 

必要な措置を講じた場合は、速やかに建築調整課空家対策担当へ

同封の改善報告書をご提出ください。なお、報告書の提出が難し

い場合は、電話等による報告でも構いませんので、一度ご連絡い

ただきますようお願いいたします。 

報告書提出先：144-8621 東京都大田区蒲田五丁目 13 番 14 号 

まちづくり推進部建築調整課空家対策担当 

空家対策担当連絡先：03-5744-1301・FAX：03-5744-1558・ 

アドレス：kenchiku@city.ota.tokyo.jp 

【問合せ番号：●―●】 

 



第３号様式（第４条関係） 

第     号   

年  月  日   

         様 

大田区長（氏 名）□印    

指 導 書                

  あなたの所有（管理）する下記の管理不全空家等について、適切な管理が行われてい

ないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態

にあると認められることから、空家等対策の推進に関する特別措置法第13条第１項の規

定に基づき、必要な措置を講ずるよう指導します。 

記 

所 在 地 

（ 敷 地 ） 
大田区蒲田五丁目13番14号 

指 導 の 理 由 

① 南側（道路側）外壁の仕上げ材が一部脱落しており、そのま

ま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがある。 

② 外壁及び屋根がツタ状植物の繁茂により覆われており、その

まま放置すれば著しく景観を損なっている状態となるおそれ

がある。 

必 要 な 措 置 
① 南側（道路側）外壁の補修。 

② ツタ状植物の除去。 

指導の責任者 大田区まちづくり推進部建築調整課長 石原 正之 

備 考 

令和●年●月●日までに必要な措置を講じず、そのまま放置し、

特定空家等に該当することとなるおそれが大きいと認められる場

合は、空家等対策の推進に関する特別措置法第13条第２項に基づ

く勧告を行う場合があります。 

勧告を受けた場合、固定資産税等の住宅用地特例（軽減措置）が

受けられなくなります。 

 

必要な措置を講じた場合は、速やかに建築調整課空家対策担当へ

同封の改善報告書をご提出ください。なお、報告書の提出が難し

い場合は、電話等による報告でも構いませんので、一度ご連絡い

ただきますようお願いいたします。 

 

報告書提出先：144-8621東京都大田区蒲田五丁目13番14号 

まちづくり推進部建築調整課空家対策担当 

空家対策担当連絡先：03-5744-1301・FAX：03-5744-1558・ 

アドレス：kenchiku@city.ota.tokyo.jp 

【問合せ番号：●―●】 

 



第４号様式（第５条関係） 

第     号   

年  月  日   

         様 

大田区長（氏 名）□印    

勧 告 書                

  あなたの所有（管理）する下記の管理不全空家等について、空家等対策の推進に関す

る特別措置法第13条第１項の規定に基づき、速やかに必要な措置を講ずるよう指導しま

したが、現在に至っても改善されず、そのまま放置すれば特定空家等に該当することと

なるおそれが大きいと認められることから、同法第13条第２項の規定に基づき、必要な

措置を講ずるよう勧告します。 

記 

所 在 地 

（ 敷 地 ） 
大田区蒲田五丁目13番14号 

勧 告 の 理 由 

① 南側（道路側）外壁の仕上げ材が一部脱落しており、そのま

ま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがある。 

② 外壁及び屋根がツタ状植物の繁茂により覆われており、その

まま放置すれば著しく景観を損なっている状態となるおそれ

がある。 

必 要 な 措 置 

及 び 期 限 

① 南側（道路側）外壁の補修。 

② ツタ状植物の除去。 

【期限：令和●年●月●日】 

勧告の責任者 大田区まちづくり推進部建築調整課長 石原 正之 

備 考 

報告書提出先：144-8621東京都大田区蒲田五丁目13番14号 

まちづくり推進部建築調整課空家対策担当 

空家対策担当連絡先：03-5744-1301・FAX：03-5744-1558・ 

アドレス：kenchiku@city.ota.tokyo.jp 

【問合せ番号：●―●】 

  上記期限までに上記措置を実施した場合は、遅滞なく上記の責任者に報告してくださ

い。 

  上記所在地（敷地）が、地方税法（昭和25年法律第226号）第349条の３の２又は第702

条の３の規定に基づき、住宅用地に対する固定資産税又は都市計画税の課税標準の特例

の適用を受けている場合にあっては、本勧告により、当該敷地について、当該特例の対

象から除外されることとなります。 



改善報告書 

 

 令和●年●月●日６ま調発第●号にて【通知・指導・勧告】のあった以下の空家等につ

いて、必要な措置を講じたので報告します。 

空 家 等 

所 在 地 
大田区蒲田五丁目 13 番 14 号 

所 有 者 情 報 

① 氏 名： 

② 住 所： 

③ 連絡先： 

報 告 者 情 報 

① 氏 名： 

② 住 所： 

③ 連絡先： 

④ 所有者との関係： 

講 じ た 

必 要 な 措 置 

① 南側（道路側）外壁の仕上げ材の一部脱落【措置日：令和 年 月

 日】 

⇒ 

 

 

 

② 外壁及び屋根のツタ状植物の繁茂【措置日：令和 年 月 日】 

⇒ 

 

 

 

 

そ の 他 

① 今後の空家等の処分・活用などの予定 

⇒ 

 

 

 

② 空家等の処分・管理などでお困り事、区へ相談したい事 

⇒ 

 

 

 

※裏面に記入例あり 



改善報告書 

 

 令和●年●月●日６ま調発第●号にて【通知・指導・勧告】のあった以下の空家等につ

いて、必要な措置を講じたので報告します。 

空 家 等 

所 在 地 
大田区蒲田五丁目 13 番 14 号 

所 有 者 情 報 

① 氏 名：大田 太郎 

② 住 所：東京都大田区蒲田△丁目△番△号 

③ 連絡先：03-1234-5678 

報 告 者 情 報 

① 氏 名： 

② 住 所：      同上 

③ 連絡先： 

④ 所有者との関係：本人 

講 じ た 

必 要 な 措 置 

① 南側（道路側）外壁の仕上げ材の一部脱落【措置日：令和●年●月

●日】 

⇒外装材が脱落した部分に新たな外装材を取り付けた。 

 

 

 

② 外壁及び屋根のツタ状植物の繁茂【措置日：令和●年●月●日】 

⇒繁茂していたツタ系植物を全て除去した。 

 

 

 

 

そ の 他 

① 今後の空家等の処分・活用などの予定 

⇒特に決まっていない。 

 

 

 

② 空家等の処分・管理などでお困り事、区へ相談したい事 

⇒相続人同士で話がまとまらず、どうすればよいか分からない。 

遺産分割協議をまとめるポイントや、売却や賃貸などをする際

の注意点などを教えてもらえるなら、大田区に相談したい。 

 

 

 

記入例 



第     号   

年  月  日   

         様 

大田区長（氏 名）□印    

撤回通知書 

  令和●年●月●日付け●ま調発第●●●号で指導した下記の管理不全空家等について、

令和●年●月●日に必要な措置が講じられたことを確認したため、管理不全空家の指定

を撤回します。 

記 

所 在 地 

（ 敷 地 ） 
大田区蒲田五丁目13番14号 

指導した理由 

① 南側（道路側）外壁の仕上げ材が一部脱落しており、そのま

ま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがある。 

② 外壁及び屋根がツタ状植物の繁茂により覆われており、その

まま放置すれば著しく景観を損なっている状態となるおそれ

がある。 

必 要 な 措 置 
① 南側（道路側）外壁の補修。 

② ツタ状植物の除去。 

指導の責任者 大田区まちづくり推進部建築調整課長 石原 正之 

備 考 

空家対策担当連絡先：03-5744-1301・FAX：03-5744-1558・ 

アドレス：kenchiku@city.ota.tokyo.jp 

【問合せ番号：●―●】 
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